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第１章.個別管理計画策定の目的                        

１—１ 道路土工構造物個別管理計画の必要性                     

これまでの道路土工構造物の維持管理は、巡視や通報により異常の有無を確認

し、過去の実績や担当者の経験に基づく判断により、必要に応じて対策を実施して

いました。 

今後の維持管理は、定期的に施設状態を把握し、統一的な判断基準により、対策

が必要な箇所を明らかにするとともに、優先度評価に基づき施設の安全性を確保し

つつ適正な事業量配分を行うものとし、施設の特性や設置箇所等の条件を踏まえ、

計画的に実施することが重要になります。 

 

 

１—２ 本計画の目的                                

小山町道路土工構造物個別管理計画（以下、本計画）は、町が管理する道路のう

ち主要幹線路線の道路土工構造物について、安全かつ円滑な交通の確保と効率的な

維持管理を行うことを目的として策定しました。 

 

 

１—３ 計画策定の検討フロー                            

本計画の策定までの検討フローは、以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 １-1 計画策定の検討フロー 

 

既存データの収集・整理（道路土工構造物の点検結果や路線特性など）

対象施設の現況把握（損傷状況の再集計及び判定）

基本方針の検討（維持管理方法、管理区分、点検方法・頻度、対策内容・時期など）

優先度の検討（対策の優先度評価指標の設定、評価方法の検討）

補修・更新計画の策定（概算工事費の算出、補修・更新計画図の作成）
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第２章.対象施設                               

本計画の対象施設は、町が管理する道路のうち、主要幹線路線の道路土工構造物

261 箇所とします。なお、対象施設については、平成 2７年度と令和 3 年度、令和

４年度に点検を実施しています。 

 

○道路土工構造物の対象施設  261 箇所 

 

対象施設 261 箇所の一覧を次ページに示します。 
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表 ２-1 道路土工構造物の対象施設一覧〔261 箇所〕 

連

番 

整理番号 路線名 路線番号 施設種別 施設種別詳細 

施設 

延長 

(m) 

点検

年度 

管理 

区分 

備考 

1 1-1_007 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 75.2 H27 B 重要度 2 

2 1-1_016 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 283.5 H27 B 重要度 2 

3 1-1_017 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 48.5 H27 B 重要度 2 

4 1-1_018 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 72.9 H27 B 重要度 2 

5 1-1_U001 上野大御神線 1-1 擁壁工 補強土壁工 24.1 H27 A 重要度 2 

6 1-1_U002 上野大御神線 1-1 擁壁工 補強土壁工 17.1 H27 A 重要度 2 

7 1-1_U003 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 116.6 H27 A 重要度 2 

8 1-1_U004 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 23.0 H27 A 重要度 2 

9 1-1_U007 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 30.7 H27 A 重要度 1 

10 1-1_U008 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 19.2 H27 A 重要度 1 

11 1-1_U009 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 33.0 H27 A 重要度 1 

12 1-1_U010 上野大御神線 1-1 擁壁工 コンクリート擁壁工 29.3 H27 A 重要度 1 

13 1-1_U011 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 141.8 H27 A 重要度 2 

14 1-2_U003 一色中日向線 1-2 盛土のり面 ブロック張工 51.6 H27 B 重要度 2 

15 1-3_001 一色大胡田線 1-3 擁壁工 ブロック積擁壁工 67.0 H27 B 重要度 2 

16 1-4_U002 七曲阿多野線 1-4 擁壁工 コンクリート擁壁工 60.7 H27 A 重要度 2 

17 1-5_001 小山白岩線 1-5 擁壁工 ブロック積擁壁工 38.3 H27 A 重要度 2 

18 1-5_004 小山白岩線 1-5 切土のり面 吹付工 32.2 H27 A 重要度 2 

19 1-5_005 小山白岩線 1-5 切土のり面 吹付工 95.0 H27 A 重要度 2 

20 1-5_006 小山白岩線 1-5 擁壁工 ブロック積擁壁工 13.0 H27 A 重要度 2 

21 1-5_008 小山白岩線 1-5 落石防護工 落石防護柵工 30.5 H27 B 重要度 2 

22 1-5_010 小山白岩線 1-5 落石防護工 落石防護柵工 47.7 H27 A 重要度 2 

23 1-5_012 小山白岩線 1-5 落石防護工 落石防護柵工 29.0 H27 A 重要度 2 

24 1-5_U002 小山白岩線 1-5 擁壁工 ブロック積擁壁工 36.6 H27 B 重要度 2 

25 1-6_001 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 70.8 H27 A 重要度 2 

26 1-6_002 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 51.2 H27 B 重要度 2 

27 1-6_003 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 43.8 H27 A 重要度 2 

28 1-6_004 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 104.3 H27 A 重要度 2 

29 1-6_005 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 120.3 H27 A 重要度 2 

30 1-6_U001 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 17.5 H27 A 重要度 1 

31 1-6_U002 小山犬の平線 1-6 擁壁工 コンクリート擁壁工 45.7 H27 A 重要度 1 

32 1-6_U003 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 61.4 H27 A 重要度 1 

33 1-6_U004 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 74.5 H27 A 重要度 1 

34 1-6_U006 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 33.5 H27 A 重要度 2 

35 1-6_U007 小山犬の平線 1-6 擁壁工 コンクリート擁壁工 20.9 H27 A 重要度 2 

36 1-6_U008 小山犬の平線 1-6 擁壁工 コンクリート擁壁工 16.4 H27 A 重要度 2 

37 1-6_U009 小山犬の平線 1-6 擁壁工 コンクリート擁壁工 36.8 H27 A 重要度 2 

38 1-6_U010 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 19.5 H27 A 重要度 2 

39 1-6_U011 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 230.8 H27 A 重要度 2 

40 1-6_U013 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 121.4 H27 A 重要度 2 

41 1-6_U014 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 42.4 H27 A 重要度 2 

42 1-6_U015 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 47.8 H27 A 重要度 2 

43 1-7_001 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 83.9 H27 A 重要度 2 

44 1-7_002 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 50.3 H27 A 重要度 2 

45 1-7_003 足柄三保線 1-7 擁壁工 コンクリート擁壁工 11.4 H27 A 重要度 2 

46 1-7_004 足柄三保線 1-7 擁壁工 コンクリート擁壁工 6.7 H27 A 重要度 2 

47 1-7_005 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 55.8 H27 A 重要度 2 

48 1-7_006 足柄三保線 1-7 カルバート工 カルバート工 68.6 H27 A 重要度 2 

49 1-7_007 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 76.0 H27 A 重要度 2 

50 1-7_008 足柄三保線 1-7 擁壁工 コンクリート擁壁工 11.6 H27 A 重要度 2 

51 1-7_009 足柄三保線 1-7 擁壁工 コンクリート擁壁工 12.4 H27 A 重要度 2 

52 1-7_010 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 48.2 H27 B 重要度 2 

53 1-7_011 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 38.0 H27 A 重要度 2 

54 1-7_012 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 85.0 H27 A 重要度 2 

55 1-7_013 足柄三保線 1-7 落石防護工 落石防護柵工 72.2 H27 B 重要度 2 

56 1-7_016 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 82.6 H27 A 重要度 2 

57 1-7_017 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 52.7 H27 A 重要度 2 

58 1-7_U002 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 118.7 H27 A 重要度 2 

59 1-7_U007 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 113.0 H27 A 重要度 2 

60 1-7_U010 足柄三保線 1-7 擁壁工 ブロック積擁壁工 26.9 H27 A 重要度 2 

61 1-8_002 足柄三保線 1-8 落石防護工 落石防護柵工 79.5 H27 A 重要度 2 

62 1-8_003 足柄三保線 1-8 擁壁工 コンクリート擁壁工 78.8 H27 B 重要度 2 

63 1-8_004 足柄三保線 1-8 落石防護工 落石防護柵工 77.8 H27 B 重要度 2 

64 1-8_005 足柄三保線 1-8 擁壁工 コンクリート擁壁工 49.0 H27 A 重要度 2 

65 1-8_006 足柄三保線 1-8 落石防護工 落石防護柵工 49.0 H27 B 重要度 2 

66 1-8_007 足柄三保線 1-8 擁壁工 ブロック積擁壁工 50.6 H27 B 重要度 2 

67 1-8_008 足柄三保線 1-8 擁壁工 ブロック積擁壁工 31.8 H27 A 重要度 2 

68 1-8_009 足柄三保線 1-8 擁壁工 ブロック積擁壁工 50.0 H27 A 重要度 2 

69 1-8_010 足柄三保線 1-8 擁壁工 ブロック積擁壁工 45.1 H27 A 重要度 2 

70 1-8_011 足柄三保線 1-8 擁壁工 コンクリート張工 51.0 H27 A 重要度 2 
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71 1-8_012 足柄三保線 1-8 擁壁工 ブロック張工 37.7 H27 A 重要度 2 

72 1-8_013 足柄三保線 1-8 擁壁工 ブロック積擁壁工 49.3 H27 A 重要度 2 

73 1-8_U001 足柄三保線 1-8 擁壁工 ブロック積擁壁工 120.0 H27 A 重要度 2 

74 1-8_U002 足柄三保線 1-8 擁壁工 ブロック積擁壁工 41.1 H27 A 重要度 2 

75 1-8_U003 足柄三保線 1-8 盛土のり面 盛土工 53.8 H27 A 重要度 2 

76 1-8_U004 足柄三保線 1-8 擁壁工 ブロック積擁壁工 34.4 H27 A 重要度 2 

77 1-8_U005 足柄三保線 1-8 盛土のり面 盛土工 22.9 H27 A 重要度 2 

78 1-8_U006 足柄三保線 1-8 盛土のり面 盛土工 18.4 H27 A 重要度 2 

79 1-8_U007 足柄三保線 1-8 擁壁工 ブロック積擁壁工 43.4 H27 A 重要度 2 

80 1-8_U008 足柄三保線 1-8 擁壁工 ブロック積擁壁工 20.2 H27 A 重要度 2 

81 1-9_001 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 69.7 H27 B 重要度 2 

82 1-9_002 足柄三保線 1-9 落石防護工 落石防護柵工 42.0 H27 B 重要度 2 

83 1-9_004 足柄三保線 1-9 落石防護工 落石防護柵工 13.6 H27 B 重要度 2 

84 1-9_008 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 117.5 H27 A 重要度 2 

85 1-9_025 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 18.3 H27 B 重要度 2 

86 1-9_026 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 56.0 H27 B 重要度 2 

87 1-9_027 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 33.6 H27 B 重要度 2 

88 1-9_028 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 9.1 H27 A 重要度 2 

89 1-9_029 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 29.9 H27 B 重要度 2 

90 1-9_U001 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 39.1 H27 A 重要度 2 

91 1-9_U002 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 46.1 H27 A 重要度 2 

92 1-9_U003 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 28.5 H27 A 重要度 2 

93 1-9_U005 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 36.5 H27 A 重要度 2 

94 1-9_U010 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 63.0 H27 A 重要度 2 

95 1-9_U012 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 32.7 H27 A 重要度 2 

96 1-9_U013 足柄三保線 1-9 擁壁工 ブロック積擁壁工 38.4 H27 A 重要度 2 

97 1-11_001 一色大御神線 1-11 擁壁工 ブロック積擁壁工 23.5 H27 B 重要度 2 

98 1-11_U004 一色大御神線 1-11 擁壁工 ブロック積擁壁工 13.0 H27 A 重要度 2 

99 1-11_U006 一色大御神線 1-11 擁壁工 補強土壁工 10.5 H27 A 重要度 2 

100 2-15_006 文京通り線 2-15 擁壁工 ブロック積擁壁工 136.0 H27 B 重要度 2 

101 2-15_007 文京通り線 2-15 擁壁工 ブロック積擁壁工 123.3 H27 A 重要度 2 

102 2-15_008 文京通り線 2-15 擁壁工 ブロック積擁壁工 138.5 H27 B 重要度 2 

103 2-15_009 文京通り線 2-15 落石防護工 落石防護柵工 31.8 H27 B 重要度 2 

104 2-15_010 文京通り線 2-15 擁壁工 ブロック積擁壁工 67.4 H27 B 重要度 2 

105 2-15_U001 文京通り線 2-15 擁壁工 ブロック積擁壁工 54.8 H27 A 重要度 2 

106 2-15_U002 文京通り線 2-15 擁壁工 ブロック積擁壁工 69.0 H27 A 重要度 2 

107 2-15_U003 文京通り線 2-15 盛土のり面 盛土工 30.5 H27 A 重要度 2 

108 2-15_U004 文京通り線 2-15 盛土のり面 盛土工 142.0 H27 A 重要度 2 

109 2-15_U005 文京通り線 2-15 擁壁工 ブロック積擁壁工 41.8 H27 A 重要度 2 

110 2-15_U006 文京通り線 2-15 擁壁工 ブロック積擁壁工 35.9 H27 A 重要度 2 

111 2-24_002 佐野川大塚線 2-24 擁壁工 ブロック積擁壁工 58.8 H27 B 重要度 2 

112 2-24_U001 佐野川大塚線 2-24 擁壁工 ブロック積擁壁工 40.5 H27 A 重要度 2 

113 2-27_001 原向本線 2-27 擁壁工 ブロック積擁壁工 29.8 H27 B 重要度 2 

114 2-27_003 原向本線 2-27 擁壁工 ブロック積擁壁工 33.8 H27 B 重要度 2 

115 2-27_004 原向本線 2-27 擁壁工 ブロック積擁壁工 20.0 H27 A 重要度 2 

116 2-27_005 原向本線 2-27 擁壁工 ブロック積擁壁工 28.0 H27 A 重要度 2 

117 2-27_007 原向本線 2-27 擁壁工 ブロック積擁壁工 56.9 H27 A 重要度 2 

118 2-27_008 原向本線 2-27 擁壁工 ブロック積擁壁工 28.3 H27 B 重要度 2 

119 2-27_009 原向本線 2-27 擁壁工 ブロック積擁壁工 14.9 H27 A 重要度 2 

120 2-27_U002 原向本線 2-27 擁壁工 ブロック積擁壁工 26.6 H27 A 重要度 2 

121 2-27_U004 原向本線 2-27 擁壁工 ブロック積擁壁工 18.3 H27 A 重要度 2 

122 2-28_004 奈良橋湯船線 2-28 カルバート工 カルバート工 20.0 H27 A 重要度 2 

123 2-28_007 奈良橋湯船線 2-28 切土のり面 その他 54.7 H27 A 重要度 2 

124 2-28_009 奈良橋湯船線 2-28 擁壁工 ブロック積擁壁工 17.8 H27 B 重要度 2 

125 2-28_U002 奈良橋湯船線 2-28 擁壁工 ブロック積擁壁工 15.5 H27 B 重要度 2 

126 2-28_U003 奈良橋湯船線 2-28 擁壁工 ブロック積擁壁工 9.8 H27 B 重要度 2 

127 2-28_U004 奈良橋湯船線 2-28 擁壁工 ブロック積擁壁工 18.6 H27 A 重要度 2 

128 2-28_U005 奈良橋湯船線 2-28 擁壁工 ブロック積擁壁工 23.7 H27 B 重要度 2 

129 2-28_U006 奈良橋湯船線 2-28 擁壁工 ブロック積擁壁工 20.0 H27 A 重要度 2 

130 2-28_U008 奈良橋湯船線 2-28 擁壁工 ブロック積擁壁工 25.0 H27 B 重要度 2 

131 2-28_U009 奈良橋湯船線 2-28 擁壁工 ブロック積擁壁工 42.6 H27 B 重要度 2 

132 2-28_U010 奈良橋湯船線 2-28 擁壁工 ブロック積擁壁工 11.4 H27 A 重要度 2 

133 2-29_003 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 29.1 H27 B 重要度 2 

134 2-29_006 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 27.5 H27 B 重要度 2 

135 2-29_008 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 25.1 H27 B 重要度 2 

136 2-29_009 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 26.2 H27 B 重要度 2 

137 2-29_010 湯船本線 2-29 擁壁工 コンクリート張工 30.5 H27 B 重要度 2 

138 2-29_011 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 29.3 H27 A 重要度 2 

139 2-29_012 湯船本線 2-29 落石防護工 落石防護柵工 22.5 H27 B 重要度 2 

140 2-29_013 湯船本線 2-29 落石防護工 落石防護柵工 30.5 H27 B 重要度 2 

141 2-29_014 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 25.1 H27 B 重要度 2 

142 2-29_015 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 40.5 H27 B 重要度 2 

143 2-29_U003 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 33.9 H27 A 重要度 2 

144 2-29_U004 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 42.3 H27 A 重要度 2 

145 2-29_U005 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 67.7 H27 A 重要度 2 

146 2-29_U006 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 39.4 H27 A 重要度 2 

147 2-29_U007 湯船本線 2-29 擁壁工 ブロック積擁壁工 12.8 H27 A 重要度 2 

148 2-30_001 足柄三保線 2-30 擁壁工 ブロック積擁壁工 22.9 H27 A 重要度 1 

149 2-30_013 足柄三保線 2-30 擁壁工 ブロック積擁壁工 33.8 H27 A 重要度 1 

150 2-30_014 足柄三保線 2-30 擁壁工 ブロック積擁壁工 25.3 H27 A 重要度 1 

151 2-30_U001 足柄三保線 2-30 擁壁工 ブロック積擁壁工 39.2 H27 A 重要度 1 

152 2-36_001 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 143.0 H27 A 重要度 2 
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153 2-36_003 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 94.0 H27 A 重要度 2 

154 2-36_005 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 27.0 H27 A 重要度 2 

155 2-36_006 桑木新柴線 2-36 擁壁工 コンクリート擁壁工 11.4 H27 B 重要度 2 

156 2-36_007 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 29.5 H27 A 重要度 2 

157 2-36_008 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 42.1 H27 A 重要度 2 

158 2-36_010 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 52.8 H27 A 重要度 2 

159 2-36_011 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 34.6 H27 B 重要度 2 

160 2-36_U001 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 103.0 H27 A 重要度 1 

161 2-36_U002 桑木新柴線 2-36 擁壁工 補強土壁工 56.2 H27 A 重要度 1 

162 2-36_U003 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 18.5 H27 A 重要度 1 

163 2-36_U009 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 62.2 H27 A 重要度 2 

164 2-36_U010 桑木新柴線 2-36 擁壁工 コンクリート擁壁工 16.3 H27 A 重要度 2 

165 2-37_019 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 40.7 H27 A 重要度 1/特定土工 

166 2-37_020 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 72.0 H27 A 重要度 1/特定土工 

167 2-37_021 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 22.8 H27 A 重要度 1/特定土工 

168 2-37_022 原向中日向線 2-37 擁壁工 コンクリート擁壁工 83.5 H27 A 重要度 1/特定土工 

169 2-37_023 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 73.8 H27 A 重要度 1/特定土工 

170 2-37_024 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 56.3 H27 A 重要度 1/特定土工 

171 2-37_026 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 23.4 H27 A 重要度 1/特定土工 

172 2-37_030 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 36.9 H27 A 重要度 1/特定土工 

173 2-37_031 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 108.0 H27 A 重要度 1/特定土工 

174 2-37_032 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 129.8 H27 A 重要度 1/特定土工 

175 2-37_034 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 135.4 H27 A 重要度 1/特定土工 

176 2-37_035 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 42.5 H27 A 重要度 1/特定土工 

177 2-37_037 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 42.5 H27 A 重要度 1/特定土工 

178 2-37_040 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 28.9 H27 A 重要度 1/特定土工 

179 2-37_041 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 22.7 H27 A 重要度 1/特定土工 

180 2-37_044 原向中日向線 2-37 切土のり面 柵工 18.6 H27 A 重要度 1/特定土工 

181 2-37_U004 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 51.8 H27 A 重要度 1 

182 2-37_U005 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 54.0 H27 A 重要度 1 

183 2-37_U009 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 64.3 H27 A 重要度 1 

184 2-37_U011 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 23.9 H27 A 重要度 1 

185 2-37_U012 原向中日向線 2-37 盛土のり面 盛土工 53.0 H27 A 重要度 1 

186 2-37_U013 原向中日向線 2-37 盛土のり面 盛土工 49.4 H27 A 重要度 1 

187 2-37_U015 原向中日向線 2-37 擁壁工 補強土壁工 96.8 H27 A 重要度 1/特定土工 

188 2-37_U016 原向中日向線 2-37 盛土のり面 盛土工 72.6 H27 A 重要度 1/特定土工 

189 2-38_001 原向中日向線 2-38 擁壁工 ブロック積擁壁工 41.3 H27 A 重要度 2 

190 2-38_002 原向中日向線 2-38 擁壁工 ブロック積擁壁工 132.6 H27 A 重要度 2 

191 2-38_003 原向中日向線 2-38 落石防護工 落石防護柵工 89.0 H27 A 重要度 2 

192 2-38_004 原向中日向線 2-38 擁壁工 ブロック積擁壁工 97.9 H27 A 重要度 2 

193 2-38_006 原向中日向線 2-38 擁壁工 ブロック積擁壁工 35.2 H27 B 重要度 2 

194 2-38_U002 原向中日向線 2-38 擁壁工 その他 28.8 H27 A 重要度 2 

195 2-38_U003 原向中日向線 2-38 擁壁工 ブロック積擁壁工 28.7 H27 A 重要度 2 

196 2-38_U004 原向中日向線 2-38 擁壁工 ブロック積擁壁工 19.8 H27 A 重要度 2 

197 2-38_U005 原向中日向線 2-38 擁壁工 ブロック積擁壁工 53.4 H27 A 重要度 2 

198 2-38_U006 原向中日向線 2-38 擁壁工 ブロック積擁壁工 47.9 H27 A 重要度 2 

199 2-38_U007 原向中日向線 2-38 その他 その他 87.6 H27 A 重要度 2 

200 2-38_U009 原向中日向線 2-38 擁壁工 ブロック積擁壁工 20.0 H27 A 重要度 2 

201 2-38_U010 原向中日向線 2-38 擁壁工 ブロック積擁壁工 13.0 H27 A 重要度 2 

202 1063_003 町道 1063 号線 1063 擁壁工 ブロック積擁壁工 62.7 H27 A 重要度 1 

203 1063_005 町道 1063 号線 1063 擁壁工 ブロック積擁壁工 41.2 H27 A 重要度 1 

204 1063_U002 町道 1063 号線 1063 擁壁工 コンクリート擁壁工 48.7 H27 A 重要度 1 

205 1065_U005 町道 1065 号線 1065 切土のり面 コンクリート張工 34.0 H27 A 重要度 1 

206 1065_U006 町道 1065 号線 1065 擁壁工 ブロック積擁壁工 74.0 H27 A 重要度 2 

207 1074_001 足柄三保線 1074 擁壁工 コンクリート擁壁工 37.0 H27 B 重要度 2 

208 1074_003 足柄三保線 1074 擁壁工 ブロック積擁壁工 19.5 H27 B 重要度 2 

209 1074_005 足柄三保線 1074 落石防護工 落石防護柵工 77.3 H27 A 重要度 2 

210 1074_006 足柄三保線 1074 擁壁工 ブロック積擁壁工 62.2 H27 A 重要度 2 

211 1074_009 足柄三保線 1074 擁壁工 ブロック積擁壁工 22.9 H27 B 重要度 2 

212 1074_U001 足柄三保線 1074 擁壁工 ブロック積擁壁工 13.3 H27 A 重要度 2 

213 1074_U002 足柄三保線 1074 擁壁工 ブロック積擁壁工 26.2 H27 A 重要度 2 

214 1074_U003 足柄三保線 1074 擁壁工 コンクリート擁壁工 51.3 H27 A 重要度 2 

215 1074_U005 足柄三保線 1074 擁壁工 ブロック積擁壁工 20.0 H27 A 重要度 2 

216 1074_U006 足柄三保線 1074 擁壁工 ブロック積擁壁工 49.7 H27 A 重要度 2 

217 1074_U007 足柄三保線 1074 擁壁工 ブロック積擁壁工 16.4 H27 A 重要度 2 

218 1074_U008 足柄三保線 1074 擁壁工 ブロック積擁壁工 15.7 H27 A 重要度 2 

219 1102_U001 中島藤曲線 1102 擁壁工 ブロック積擁壁工 22.0 H27 A 重要度 2 

220 1102_U002 中島藤曲線 1102 擁壁工 ブロック積擁壁工 19.0 H27 A 重要度 2 

221 1102_U003 中島藤曲線 1102 擁壁工 ブロック積擁壁工 17.5 H27 A 重要度 2 

222 1260_003 七曲阿多野線 1260 切土のり面 その他 43.1 H27 A 重要度 2 

223 1550_001 町道 1550 号線 1550 擁壁工 ブロック積擁壁工 217.0 H27 A 重要度 1 

224 1550_U002 町道 1550 号線 1550 擁壁工 コンクリート擁壁工 49.5 H27 A 重要度 1 

225 1550_U003 町道 1550 号線 1550 擁壁工 コンクリート擁壁工 57.2 H27 A 重要度 2 

226 2144_002 町道 2144 号線 2144 擁壁工 ブロック積擁壁工 25.5 H27 A 重要度 1 

227 2160_002 町道 2160 号線 2160 擁壁工 ブロック積擁壁工 17.7 H27 B 重要度 2 

228 2181_001 町道 2181 号線 2181 擁壁工 ブロック積擁壁工 178.3 H27 B 重要度 2 

229 2181_005 町道 2181 号線 2181 擁壁工 ブロック積擁壁工 43.0 H27 A 重要度 2 

230 2181_U003 町道 2181 号線 2181 擁壁工 ブロック積擁壁工 39.5 H27 A 重要度 2 

231 2181_U005 町道 2181 号線 2181 擁壁工 ブロック積擁壁工 49.0 H27 A 重要度 2 

232 2181_U006 町道 2181 号線 2181 擁壁工 コンクリート擁壁工 25.8 H27 A 重要度 2 

233 2181_U007 町道 2181 号線 2181 擁壁工 ブロック積擁壁工 38.6 H27 A 重要度 2 

234 2181_U008 町道 2181 号線 2181 擁壁工 ブロック積擁壁工 76.0 H27 A 重要度 2 
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235 2385_001 町道 2385 号線 2385 擁壁工 ブロック積擁壁工 35.7 H27 B 重要度 2 

236 2385_002 町道 2385 号線 2385 擁壁工 ブロック積擁壁工 43.0 H27 A 重要度 2 

237 2385_003 町道 2385 号線 2385 擁壁工 ブロック積擁壁工 48.4 H27 B 重要度 2 

238 2385_004 町道 2385 号線 2385 擁壁工 ブロック積擁壁工 41.5 H27 B 重要度 2 

239 2385_005 町道 2385 号線 2385 擁壁工 ブロック積擁壁工 54.0 H27 B 重要度 2 

240 2385_008 町道 2385 号線 2385 切土のり面 その他 50.0 H27 A 重要度 2 

241 2385_010 町道 2385 号線 2385 擁壁工 ブロック積擁壁工 81.2 H27 B 重要度 2 

242 2385_011 町道 2385 号線 2385 擁壁工 ブロック積擁壁工 28.8 H27 A 重要度 2 

243 2385_U001 町道 2385 号線 2385 擁壁工 ブロック積擁壁工 101.5 H27 A 重要度 2 

244 2385_U004 町道 2385 号線 2385 擁壁工 ブロック積擁壁工 71.3 H27 B 重要度 2 

245 3866_U001 町道 3866 号線 3866 擁壁工 ブロック積擁壁工 57.0 H27 A 重要度 2 

246 3866_U002 町道 3866 号線 3866 擁壁工 ブロック積擁壁工 78.0 H27 A 重要度 2 

247 3883_001 町道 3883 号線 3883 擁壁工 ブロック積擁壁工 64.6 H27 A 重要度 2 

248 3883_008 町道 3883 号線 3883 擁壁工 ブロック積擁壁工 49.7 H27 B 重要度 2 

249 3883_009 町道 3883 号線 3883 擁壁工 ブロック積擁壁工 25.6 H27 B 重要度 2 

250 3883_U001 町道 3883 号線 3883 擁壁工 ブロック積擁壁工 20.4 H27 A 重要度 2 

251 3883_U004 町道 3883 号線 3883 擁壁工 ブロック積擁壁工 68.0 H27 A 重要度 2 

252 3911_U001 町道 3911 号線 3911 盛土のり面 盛土工 80.8 H27 A 重要度 2 

253 3911_U003 町道 3911 号線 3911 擁壁工 ブロック積擁壁工 14.4 H27 B 重要度 2 

254 4130_002 町道 4130 号線 4130 擁壁工 ブロック積擁壁工 16.8 H27 B 重要度 2 

255 4166_001 町道 4166 号線 4166 擁壁工 ブロック積擁壁工 218.5 H27 B 重要度 2 

256 4166_002 町道 4166 号線 4166 擁壁工 ブロック積擁壁工 71.9 H27 A 重要度 2 

257 2-36_006-2 桑木新柴線 2-36 切土のり面 その他 11.0 R03 A 重要度 2 

258 1679_U001 町道 1679 号線 1679 その他 斜面 10.5 R03 A 重要度 2 

259 1679_U002 町道 1679 号線 1679 擁壁工 ブロック積擁壁工 36.7 R03 A 重要度 2 

260 1017_001 町道 1017 号線 1017 擁壁工 ブロック積擁壁工 58.3 R04 A 重要度 1 

261 1017_002 町道 1017 号線 1017 擁壁工 ブロック積擁壁工 108.1 R04 A 重要度 1 
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第３章.個別施設の状態等の現状                        

３—１ 損傷状況の判定方法                             

平成 27 年度に実施した道路土工構造物の点検結果については、「総点検実施要

領（案）【道路のり面工・土工構造物編】」に基づき健全度が判定されていること

から、現状における最新の点検要領である「道路土工構造物点検要領（国土交通省

道路局）平成 29 年 8 月」による健全度の判定を行いました。 

点検要領では、構造物の判定基準に示された第三者被害につながるおそれのある

異常の有無などを、次の判定区分（Ⅰ～Ⅳ）により区分することとなっています。 

 

表 ３-1 点検要領による判定区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：道路土工構造物点検要領（国土交通省道路局）H29.8 p.14 
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３—２ 道路土工構造物の健全度                           

道路土工構造物の健全度について、判定区分の構成比は次のとおりとなります。令 

和４年度に新たに調査を実施した構造物において、２箇所の判定区分Ⅳがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-1 道路土工構造物の施設種別構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

図 ３-2 道路土工構造物の健全度（判定区分構成比・施設別内訳） 
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14%

1
14%

1
14%

91
80%

5
4%

6
5%

3
3%

2
2%

1
1%

1
1%

1
1%

1
1%

2
2%
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第４章.維持管理の基本的な考え方                       

道路土工構造物の管理は、事故発生時の社会的影響度を考慮するとともに財政上

の制約を踏まえ“管理区分”を設定し、管理区分ごとの目標を達成できる維持管理

を行うものとします。 

 

４—１ 管理の基本方針                               

(１)道路土工構造物の分類 

「道路土工構造物技術基準・同解説 平成 29 年 3 月 日本道路協会」、「道路土

工構造物点検要領 平成 29 年 8 月 国土交通省 道路局」によると、道路土工構造物

は次のように分類されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路土工構造物技術基準・同解説 Ｐ15 より抜粋） 
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前述の基準、要領によると、道路土工構造物の重要度は、想定する降雨や地震に

よる作用と要求性能により「重要度 1」、「重要度 2」に区分されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路土工構造物技術基準・同解説 Ｐ44 より抜粋） 

 

◇道路土工構造物の重要度の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路土工構造物技術基準・同解説 Ｐ33 より抜粋） 
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◇道路土工構造物の重要度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路土工構造物技術基準・同解説 Ｐ44、Ｐ45 より抜粋） 

 

本計画では、上記の“１）地域の防災計画上の位置付け”として緊急輸送道路に

該当する構造物、“２）他の構造物や施設への影響度”として鉄道、病院、避難所

（主に学校）の近傍にある構造物、“３）利用状況及び代替性の有無”として構造

物の先の集落に迂回路の無い構造物を「重要度１」とします。 

なお、“４）機能回復の難易度”については、市街地内であることや構造物の規

模を考慮し該当しないものとしました。 
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◇道路土工構造物の要求性能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路土工構造物技術基準・同解説 Ｐ37 より抜粋） 

  

損傷イメージ 
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(２)特定道路土工構造物の考え方 

特定道路土工構造物の条件は、点検要領に示されており、道路土工構造物技術基

準に規定された「重要度１」の道路土工構造物のうち、長大切土又は高盛土が「特

定道路土工構造物」に分類されます。 

 

 

◇特定道路土工構造物の条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路土工構造物点検要領 Ｐ2 より抜粋） 

 

 

本計画では、この条件に準拠し「重要度１」の道路土工構造物のうち「長大切

土」または「高盛土」を「特定道路土工構造物」に位置づけます。 
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４—２ 特定道路土工構造物および重要度１の道路土工構造物               

(１)重要度１の構造物の該当状況 

本町では、“１）地域の防災計画上の位置付け”として緊急輸送道路に該当する

構造物、“２）他の構造物や施設への影響度”として鉄道、病院、避難所（主に学

校）の近傍にある構造物、“３）利用状況及び代替性の有無”として構造物の先の

集落に迂回路の無い構造物を「重要度１」としました。 

これより、「重要度１」に該当する道路土工構造物は 48 箇所になります。 

 

 

(２)特定道路土工構造物の該当状況 

「重要度１」の道路土工構造物 48 箇所のうち、「長大切土」または「高盛土」

が特定道路土工構造物になります。 

この条件に該当する高盛土が原向中日向線に１箇所あります。当該箇所は、緊急

輸送道路の指定区間にあり、主要幹線道路間を結ぶ重要な路線区間であることを考

慮し、この区間の道路土工構造物１８箇所を「特定道路土工構造物」としました。 

 

 

重要度 1 の道路土工構造物と特定道路土工構造物の一覧を次ページに示します。 
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表 ４-1 特定道路土工構造物と重要度 1 の道路土工構造物一覧 

連
番 

整理番号 路線名 路線番号 施設種別 施設種別詳細 
施設 
延長 
(m) 

点検 
年度 

管理 
区分 

備考 

9 1-1_U007 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 30.7 H27 A 重要度 1 

10 1-1_U008 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 19.2 H27 A 重要度 1 

11 1-1_U009 上野大御神線 1-1 擁壁工 ブロック積擁壁工 33.0 H27 A 重要度 1 

12 1-1_U010 上野大御神線 1-1 擁壁工 コンクリート擁壁工 29.3 H27 A 重要度 1 

30 1-6_U001 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 17.5 H27 A 重要度 1 

31 1-6_U002 小山犬の平線 1-6 擁壁工 コンクリート擁壁工 45.7 H27 A 重要度 1 

32 1-6_U003 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 61.4 H27 A 重要度 1 

33 1-6_U004 小山犬の平線 1-6 擁壁工 ブロック積擁壁工 74.5 H27 A 重要度 1 

148 2-30_001 足柄三保線 2-30 擁壁工 ブロック積擁壁工 22.9 H27 A 重要度 1 

149 2-30_013 足柄三保線 2-30 擁壁工 ブロック積擁壁工 33.8 H27 A 重要度 1 

150 2-30_014 足柄三保線 2-30 擁壁工 ブロック積擁壁工 25.3 H27 A 重要度 1 

151 2-30_U001 足柄三保線 2-30 擁壁工 ブロック積擁壁工 39.2 H27 A 重要度 1 

160 2-36_U001 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 103.0 H27 A 重要度 1 

161 2-36_U002 桑木新柴線 2-36 擁壁工 補強土壁工 56.2 H27 A 重要度 1 

162 2-36_U003 桑木新柴線 2-36 擁壁工 ブロック積擁壁工 18.5 H27 A 重要度 1 

165 2-37_019 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 40.7 H27 A 重要度 1/特定土工 

166 2-37_020 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 72.0 H27 A 重要度 1/特定土工 

167 2-37_021 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 22.8 H27 A 重要度 1/特定土工 

168 2-37_022 原向中日向線 2-37 擁壁工 コンクリート擁壁工 83.5 H27 A 重要度 1/特定土工 

169 2-37_023 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 73.8 H27 A 重要度 1/特定土工 

170 2-37_024 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 56.3 H27 A 重要度 1/特定土工 

171 2-37_026 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 23.4 H27 A 重要度 1/特定土工 

172 2-37_030 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 36.9 H27 A 重要度 1/特定土工 

173 2-37_031 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 108.0 H27 A 重要度 1/特定土工 

174 2-37_032 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 129.8 H27 A 重要度 1/特定土工 

175 2-37_034 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 135.4 H27 A 重要度 1/特定土工 

176 2-37_035 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 42.5 H27 A 重要度 1/特定土工 

177 2-37_037 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 42.5 H27 A 重要度 1/特定土工 

178 2-37_040 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 28.9 H27 A 重要度 1/特定土工 

179 2-37_041 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 22.7 H27 A 重要度 1/特定土工 

180 2-37_044 原向中日向線 2-37 切土のり面 柵工 18.6 H27 A 重要度 1/特定土工 

181 2-37_U004 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 51.8 H27 A 重要度 1 

182 2-37_U005 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 54.0 H27 A 重要度 1 

183 2-37_U009 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 64.3 H27 A 重要度 1 

184 2-37_U011 原向中日向線 2-37 擁壁工 ブロック積擁壁工 23.9 H27 A 重要度 1 

185 2-37_U012 原向中日向線 2-37 盛土のり面 盛土工 53.0 H27 A 重要度 1 

186 2-37_U013 原向中日向線 2-37 盛土のり面 盛土工 49.4 H27 A 重要度 1 

187 2-37_U015 原向中日向線 2-37 擁壁工 補強土壁工 96.8 H27 A 重要度 1/特定土工 

188 2-37_U016 原向中日向線 2-37 盛土のり面 盛土工 72.6 H27 A 重要度 1/特定土工 

202 1063_003 町道 1063 号線 1063 擁壁工 ブロック積擁壁工 62.7 H27 A 重要度 1 

203 1063_005 町道 1063 号線 1063 擁壁工 ブロック積擁壁工 41.2 H27 A 重要度 1 

204 1063_U002 町道 1063 号線 1063 擁壁工 コンクリート擁壁工 48.7 H27 A 重要度 1 

205 1065_U005 町道 1065 号線 1065 切土のり面 コンクリート張工 34.0 H27 A 重要度 1 

223 1550_001 町道 1550 号線 1550 擁壁工 ブロック積擁壁工 217.0 H27 A 重要度 1 

224 1550_U002 町道 1550 号線 1550 擁壁工 コンクリート擁壁工 49.5 H27 A 重要度 1 

226 2144_002 町道 2144 号線 2144 擁壁工 ブロック積擁壁工 25.5 H27 A 重要度 1 

260 1017_001 町道 1017 号線 1017 擁壁工 ブロック積擁壁工 58.3 R04 A 重要度 1 

261 1017_002 町道 1017 号線 1017 擁壁工 ブロック積擁壁工 108.1 R04 A 重要度 1 
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４—３ 管理区分の設定（管理施設の分類）                      

道路土工構造物は施設数が多く、事故発生時には第三者被害が懸念される構造物

です。また、その中でも重要度が高いものとして特定道路土工構造物(※)がありま

す。道路土工構造物の管理は、事故発生時の社会的影響度を考慮するとともに財政

上の制約を踏まえ“管理区分”を設定し、管理区分ごとの目標を達成できる維持管

理を行うものとします。 

 

(１)管理目標と維持管理手法の設定 

道路土工構造物の維持管理は、管理区分に応じて“どのように管理するか”とい

う“目標”を踏まえて実施するものとし、設置状況や劣化環境の特性に応じた目標

を設定することにより、メリハリのある管理を実現します。 

 

表 ４-2 管理目標と維持管理手法 

 

 

 

 

 

(２)管理区分の設定 

道路土工構造物は「予防保全型」の管理を行うことを基本とします。道路土工構

造物の「管理区分」は、崩壊・崩落等の異常発生時における社会的影響度や第三者

被害の可能性による緊急度を考慮して設定しました。具体的には、道路擁壁・のり

面等の高さにより区分し、4.0m 以上の道路土工構造物は異常発生時に第三者被害

に進展する可能性がある緊急度の高い管理区分としました。 

 

【第三者被害の可能性による道路土工構造物の区分】 

■第三者被害の可能性有り ⇒ 緊急度「高」 

・道路擁壁・のり面等高 4.0m 以上の道路土工構造物 

（人の背丈の２倍以上となる道路擁壁・のり面の構造物） 

・または、道路擁壁・のり面等高 2.0m 以上の構造物で天端にガードレールまた

は防護柵がある道路土工構造物 

■第三者被害の可能性はほとんど無い ⇒ 緊急度「低」 

・道路擁壁・のり面等高 4.0m 未満の道路土工構造物 

  

管理目標 維持管理手法 

発生した損傷を観察しながら、限界水準を下回る前の段階
（予防）で補修を実施し、施設の機能を維持する。 

予防保全型管理 

発生した損傷を観察しながら、施設の限界水準を下回った後
の段階で更新を実施し、道路利用に対する支障を回避するこ
とを基本とする。 

事後保全型管理 
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【参考】「第三者被害の可能性」の考え方 

「防護柵の設置基準・同解説（H28.12 公益社団法人日本道路協会）」による

と、以下の図の斜線部分は、車両が路外に逸脱した場合に「乗員に被害を及ぼす

おそれがあると考えられる区間の目安」として示されており、道路擁壁・のり面

等高 4.0m 以上であれば、路外の危険度が特に高い区間とされています。 

また、道路擁壁・のり面等高 2.0m 以上の構造物で天端にガードレールまたは

防護柵がある場合、この構造物が崩落・崩壊すると、上部の道路の車両や歩行者

が被害を被る可能性があることから、それを含めて「第三者被害の可能性」を想

定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）法勾配ｉ：自然のままの地山の法面の勾配、盛土部における法面の勾配お

よび構造物との関連によって想定した法面の勾配を含み、垂直高

さ１に対する水平長さＬの割合をいう（ｉ＝Ｌ/Ｈ）。 

路側高さＨ：在来地盤から路面までの垂直高さをいう。 

 

出典：防護柵の設置基準・同解説（H28.12 公益社団法人日本道路協会） 
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道路土工構造物の管理区分は、道路擁壁・のり面等の高さにより区分し、管理区

分ごとの目標を達成できる維持管理を行います。予防保全型管理の道路土工構造物

は、健全度の判定区分Ⅱの段階で対策実施や対策内容を判断し、判定区分Ⅲの段階

で対策（補修）を実施します。 

 

表 ４-3 道路土工構造物の管理区分 

道路擁壁・のり面等高による区分 維持管理 

手法 

緊急度 対策の実施時期 管理 

区分 

①特定道路土工構造物または重要度１ 

の道路土工構造物 

②第三者被害の可能性有り 

→道路擁壁・のり面等高 4.0ｍ以上  

の道路土工構造物 

または 

道路擁壁・のり面等高 2.0m 以上 

で天端にガードレールまたは防護柵

がある道路土工構造物 

予防保全型 

管理 
高 

健全度の判定区分

Ⅱの段階で判断、

Ⅲの段階で実施 

Ａ 

第三者被害の可能性はほとんど無い 

→道路擁壁・のり面等高 4.0ｍ未満  

の道路土工構造物 

 

予防保全型 

管理 
低 

健全度の判定区分

Ⅱの段階で判断、

Ⅲの段階で実施 

（ただし管理区分

Ａの構造物の後に

実施） 

Ｂ 

 

◇維持管理方法の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ４-1 維持管理方法の考え方  

対
策
の
必
要
性 

低 

■予防保全型管理 

発生した損傷を観察しながら、限界水準を下回る前の段階

（予防）で補修を実施し、施設の機能を維持。 

■事後保全型管理 

発生した損傷を観察しながら、施設の限界水準を下回った後

の段階で更新を実施し、道路利用に対する支障を回避。 

判定区分Ⅲ 早期措置 

限界水準 

高 

判定区分Ⅳ 緊急措置 

経過年 

予防保全 

型管理 

事後保全 

型管理 
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表 ４-4 道路土工構造物の管理区分と判定区分 

 

  

管理区分 緊急度 判定区分の考え方 判定の内容 

【予防保全型管理】 

・特定道路土工構造物 

または重要度１の道

路土工構造物 

および 

・道路擁壁・のり面等高

4.0m 以上の道路土

工構造物 

または 

道路擁壁・のり面等高 

2.0m 以上で天端に 

ガードレールまたは 

防護柵がある道路土 

工構造物 

Ａ 高 

Ⅳ 緊急措置 

緊急的な措置が必要。 

Ⅲ 早期措置 

変状が確認され次回点検までに進行が想定

され、措置を実施（第三者被害の可能性あ

り）。 

Ⅱ 経過観察 

変状の進行度合いの観察が一定期間必要で、

対策を検討（将来的に第三者被害の可能性あ

り）。 

Ⅰ 健全 

変状なし（変状があっても対策の必要無し）。 

【予防保全型管理】 

・道路擁壁・のり面等高

4.0m 未満の道路土

工構造物 

Ｂ 低 

Ⅳ 緊急措置 

緊急的な措置が必要。（ただし管理区分Ａの

構造物の後に実施） 

Ⅲ 早期措置 

変状が確認され次回点検までに進行が想定

され、措置を実施（第三者被害の可能性無

し）・（管理区分Ａの構造物の後に実施）。 

Ⅱ 経過観察 

変状の進行度合いの観察が一定期間必要（将

来的に第三者被害の可能性無し）。 

Ⅰ 健全 

変状なし（変状があっても対策の必要無し）。 
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４—４ 点検方法・点検頻度                             

道路土工構造物の点検は、道路土工構造物点検要領に準じて実施します。 

 

◇道路土工構造物等の点検体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路土工構造物点検要領 Ｐ6、7 より抜粋） 

（※）シェッド・大型カルバート等定期点検要領は平成 31 年 2 月版が最新になります 

（※） 
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(１)特定道路土工構造物の点検 

特定道路土工構造物の点検は、５年に１回の頻度で近接目視による「特定土工点

検」を行います。また、豪雨発生時や震度 5 弱以上の地震発生時には、緊急（臨

時）点検を実施します。 

 

 

 

 

 

（道路土工構造物点検要領 Ｐ7 より抜粋） 

 

 

◇特定土工点検のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路土工構造物点検要領 Ｐ12 より抜粋） 

図 ４-2 特定土工点検のフロー 
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(２)特定道路土工構造物以外の点検 

特定道路土工構造物以外の点検は、定期的に巡視等による「通常点検」を基本と

します。また、経過観察に位置付けられる判定区分Ⅱ以上の構造物は、定期的な巡

視等のほか、豪雨発生時や震度 5 弱以上の地震発生時に緊急（臨時）点検を実施

し、異常が確認された場合、特定土工点検に準じた点検を行います。 

 

 

 

 

 

 

（道路土工構造物点検要領 Ｐ12 より抜粋） 

 

◇通常点検のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（道路土工構造物点検要領 Ｐ15 より抜粋） 

図 ４-3 通常点検のフロー 

 

４—５ 計画の見直し                                

道路土工構造物の補修・更新計画は、５年に１回を目安に計画の見直しを行うこ

ととします。 
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第５章.対策の優先順位の考え方                        

道路土工構造物は、施設自体の崩落や崩壊が生じた場合、大きな第三者被害が懸

念される施設です。対策の優先度は、第三者被害の発生リスクや社会的影響度を考

慮し、健全度（損傷度）だけでなく、施設の重要度（管理区分）や道路の重要度

（路線特性）による総合的な評価を行います。 

 

５—１ 優先度評価の考え方                             

(１)優先度評価のイメージ 

道路土工構造物の優先順位付けは、第一に健全度（損傷度）の「判定区分」と施

設の重要度である「管理区分」、第二に道路の重要度として「路線特性」により評

価します。 

 

表 ５-1 優先度評価の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

管理区分 損傷の判定区分

管理区分 緊急度
対象とする

構造物
Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ａ

予防保全

Ｂ

予防保全

高

低

特定道路土工構造物・重要度１の構造物
道路擁壁・のり面等高4.0m以上の構造物
（道路擁壁・のり面等高2.0m以上の構造物で
天端にガードレールまたは防護柵がある場合
を含む）

道路擁壁・のり面等高4.0m未満の構造物

経過観察
優先度

３
優先度

１

優先度
２

優先度
４

経過観察

路線特性

低い（該当項目が少ない）　←　　　　　　　道路の重要度　　　　　　　→　高い（該当項目が多い）

道路種別 車道幅員 バス路線
スクール
ゾーン

 評価項目

特定道路
土工構造物

緊急輸送
道路

道路のネット
ワーク性
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(２)健全度（損傷度） 

損傷度の評価は、第三者被害の可能性を考慮し、点検要領の判定区分により行い

ます。 

表 ５-2 判定区分【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：道路土工構造物点検要領（国土交通省道路局）H29.8 p.14 

(３)施設の重要度 

施設の重要度の評価は、管理区分により行います。 

 

表 ５-3 管理区分【再掲】 

  

道路擁壁・のり面等高による区分 維持管理
手法 

対策の実施時期 緊急度 管理 
区分 

箇所数 

①特定道路土工構造物または重要度 
１の道路土工構造物 

②第三者被害の可能性有り 
→道路擁壁・のり面等高 4.0ｍ以上（また 

は道路擁壁・のり面等高 2.0m 以上で 

天端にガードレールまたは防護柵があ 

る場合）の道路土工構造物 

予防保全
型管理 

健全度の判定区
分Ⅱの段階で判
断、Ⅲの段階で
実施 

高 Ａ 
１９７ 
箇所 

第三者被害の可能性はほとんど無い 
→道路擁壁・のり面等高 4.0ｍ未満 
 の道路土工構造物 

予防保全
型管理 

健全度の判定区
分Ⅱの段階で判
断、Ⅲの段階で
実施 
（ただし管理区
分Ａの構造物の
対策後に実施） 

低 Ｂ 
６４ 
箇所 
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(４)道路の重要度 

道路の重要度の評価は、以下に示す 7 項目の路線特性により評価します。 

 

 

1)特定道路土工構造物 

「特定道路土工構造物」は、路線の防災上の位置付けや構造物の高さ等により、

重要度が高く位置付けられることから、優先度の評価指標に設定した。 

【特定道路土工構造物による評価区分】 

●該当：25 点 

●非該当：0 点 

 

2)緊急輸送道路 

災害発生時の緊急車両の通行を確保するなど災害時の安全性、円滑性の視点か

ら、「緊急輸送道路」を評価指標に設定した。 

【緊急輸送道路による評価区分】 

●緊急輸送路に該当：20 点 

●非該当：0 点 

 

3)道路のネットワーク性 

道路の交通特性を評価する交通量に替わる指標として、道路のネットワーク性の

視点から、国道、県道とのアクセス状況を評価指標として設定した。 

【道路のネットワーク性による評価区分】 

●国道と県道間を接続する町道：20 点 

●県道間を接続する町道：10 点 

●上記以外の町道（＝その他町道）：0 点 

 

4)道路種別 

町内の主要拠点を連絡する路線の重要度を考慮し、「道路種別」を優先度の評価

指標に設定した。 

【路線区分による評価区分】 

●１級路線：10 点 

●２級路線：5 点 

●その他路線：0 点 
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5)車道幅員 

２車線道路相当の幅員 5.5m が確保された路線は、交通需要も見込まれるものと

して、車道幅員を評価指標に設定した。 

【車道幅員による評価区分】 

●5.5m 以上有り：10 点 

●5.5m 無し（未満）：0 点 

 

6)路線バス 

町内の主要地区を連絡し、公共交通が運行する、比較的交通需要の多いと考えら

れる「バス路線」を考慮することとし、コミュニティバスを含む路線バスの運行経

路を評価指標に設定した。 

【路線バスによる評価区分】 

●路線バスの運行経路：10 点 

●上記以外の路線区間：0 点 

 

7)スクールゾーン 

小・中学生の通学や災害時の避難の安全性確保の視点から、「スクールゾーン」

を評価指標に設定した。 

【スクールゾーンによる評価区分】 

●小・中学校の半径 500m 範囲内：5 点 

●上記以外：0 点 
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(５)優先度評価方法 

設定した優先度評価方法を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-1 優先度評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ５-2 路線特性の評価方法 

 

特定道路
土工構造物

緊急輸送路
道路のネット

ワーク性
道路種別 車道幅員 バス路線

スクール
ゾーン

①
特定道路

土工構造物
に関する
評価点

【最高25点】

②
緊急輸送路

に関する
評価点

【最高20点】

③
道路ネット

ワーク性に関
する評価点
【最高20点】

④
道路種別
に関する
評価点

【最高10点】

⑤
車道幅員
に関する
評価点

【最高10点】

⑥
バス路線
に関する
評価点

【最高10点】

⑦
スクール
ゾーン

に関する
評価点

【最高5点】

総合評価点
【最高100点】

優先度評価
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５—２ 優先度評価結果                                

対象施設のうち、判定区分Ⅳ（２箇所）判定区分Ⅲ（７箇所）及び判定区分Ⅱ

（1１３箇所）の計 12２箇所について、優先度を評価した結果を以下に示します。 

 

 

表 ５-4 優先度評価結果一覧 

優
先
度 

路線名 所在地 番号 施設種別詳細 
管理 
区分 

判定 
区分 

重要度
１の構
造物※ 

 特定 
道路土工構

造物 

1 町道 1017 号線 静岡県小山町生土 1017_001 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅳ 〇 非該当 

1 町道 1017 号線 静岡県小山町生土 1017_002 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅳ 〇 非該当 

3 原向中日向線 静岡県小山町中日向 2-37_044 切土のり面（柵工） A Ⅲ ◎ 〇 

4 桑木新柴線 静岡県小山町桑木 2-36_006-2 切土のり面（その他） A Ⅲ 非該当 非該当 

5 七曲阿多野線 静岡県小山町菅沼 1260_003 切土のり面（その他） A Ⅲ 非該当 非該当 

6 町道 2181 号線 静岡県小山町竹之下 2181_U006 擁壁工（コンクリート擁壁 A Ⅲ 非該当 非該当 

6 文京通り線 静岡県小山町須走 2-15_U004 盛土のり面（盛土工） A Ⅲ 非該当 非該当 

8 奈良橋湯船線 静岡県小山町藤曲 2-28_007 切土のり面（その他） A Ⅲ 非該当 非該当 

9 足柄三保線 静岡県小山町藤曲 1074_009 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅲ 非該当 非該当 

10 町道 2181 号線 静岡県小山町竹之下 2181_U003 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

11 原向中日向線 静岡県小山町棚頭 2-37_019 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ ◎ 〇 

11 原向中日向線 静岡県小山町棚頭 2-37_039 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ ◎ 〇 

11 原向中日向線 静岡県小山町棚頭 2-37_040 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ ◎ 〇 

11 原向中日向線 静岡県小山町中日向 2-37_045 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ ◎ 〇 

11 原向中日向線 静岡県小山町棚頭 2-37_037 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ ◎ 〇 

16 上野大御神線 静岡県小山町中日向 1-1_U007 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 〇 非該当 

16 上野大御神線 静岡県小山町大御神 1-1_U010 擁壁工（コンクリート擁壁 A Ⅱ 〇 非該当 

18 原向中日向線 静岡県小山町棚頭 2-37_U011 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 〇 非該当 

18 原向中日向線 静岡県小山町棚頭 2-37_U013 盛土のり面（盛土工） A Ⅱ 〇 非該当 

20 足柄三保線 静岡県小山町桑木 1-7_001 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

20 足柄三保線 静岡県小山町桑木 1-7_005 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

20 足柄三保線 静岡県小山町桑木 1-7_007 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

20 足柄三保線 静岡県小山町桑木 1-7_009 擁壁工（コンクリート擁壁 A Ⅱ 非該当 非該当 

20 足柄三保線 静岡県小山町桑木 1-7_011 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

20 足柄三保線 静岡県小山町桑木 1-7_017 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

20 足柄三保線 静岡県小山町桑木 1-7_U002 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

20 足柄三保線 静岡県小山町新柴 1-7_U007 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

20 町道 3866 号線 静岡県小山町一色 3866_U001 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

20 町道 3866 号線 静岡県小山町一色 3866_U002 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

30 小山犬の平線 静岡県小山町小山 1-6_003 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

30 小山犬の平線 静岡県小山町小山 1-6_004 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

30 小山犬の平線 静岡県小山町小山 1-6_005 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

30 小山犬の平線 静岡県小山町小山 1-6_U002 擁壁工（コンクリート擁壁 A Ⅱ 〇 非該当 

30 小山犬の平線 静岡県小山町小山 1-6_U003 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 〇 非該当 

30 小山犬の平線 静岡県小山町 1-6_U004 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 〇 非該当 

30 小山犬の平線 静岡県小山町小山 1-6_U006 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 



 

29 

30 小山犬の平線 静岡県小山町小山 1-6_U011 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

38 上野大御神線 静岡県小山町大御神 1-1_U011 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

38 小山白岩線 静岡県小山町小山 1-5_004 切土のり面（吹付工） A Ⅱ 非該当 非該当 

38 小山白岩線 静岡県小山町小山 1-5_005 切土のり面（吹付工） A Ⅱ 非該当 非該当 

38 小山犬の平線 静岡県小山町小山 1-6_001 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

38 小山犬の平線 静岡県小山町小山 1-6_U001 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 〇 非該当 

38 小山犬の平線 静岡県小山町小山 1-6_U013 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

38 町道 4166 号線 静岡県小山町須走 4166_002 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 桑木新柴線 静岡県小山町桑木 2-36_003 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 桑木新柴線 静岡県小山町桑木 2-36_005 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 原向中日向線 静岡県小山町菅沼 2-38_004 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 原向中日向線 静岡県小山町菅沼 2-38_U005 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 原向中日向線 静岡県小山町菅沼 2-38_U007 その他（その他） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 足柄三保線 静岡県小山町藤曲 1074_005 落石防護工（落石防護柵 A Ⅱ 非該当 非該当 

45 足柄三保線 静岡県小山町藤曲 1074_006 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 足柄三保線 静岡県小山町藤曲 1074_U005 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 足柄三保線 静岡県小山町藤曲 1074_U006 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 中島藤曲線 静岡県小山町藤曲 1102_U001 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 中島藤曲線 静岡県小山町藤曲 1102_U002 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 中島藤曲線 静岡県小山町藤曲 1102_U003 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

45 町道 1550 号線 静岡県小山町小山 1550_U003 擁壁工（コンクリート擁壁 A Ⅱ 非該当 非該当 

58 町道 1679 号線 静岡県小山町浅間丁 1679_U001 その他（斜面） A Ⅱ 非該当 非該当 

59 足柄三保線 静岡県小山町竹之下 1-8_008 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

59 足柄三保線 静岡県小山町菅沼 1-8_011 擁壁工（コンクリート張工） A Ⅱ 非該当 非該当 

59 足柄三保線 静岡県小山町菅沼 1-8_012 擁壁工（ブロック張工） A Ⅱ 非該当 非該当 

59 足柄三保線 静岡県小山町柳島 1-9_U012 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

59 足柄三保線 静岡県小山町柳島 1-9_U013 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

59 足柄三保線 静岡県小山町藤曲 1074_U001 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

59 足柄三保線 静岡県小山町藤曲 1074_U002 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

59 町道 3883 号線 静岡県小山町吉久保 3883_001 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

59 町道 3883 号線 静岡県小山町大胡田 3883_U004 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

59 町道 3911 号線 静岡県小山町用沢 3911_U001 盛土のり面（盛土工） A Ⅱ 非該当 非該当 

69 文京通り線 静岡県小山町須走 2-15_007 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

69 文京通り線 静岡県小山町須走 2-15_U001 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

69 文京通り線 静岡県小山町須走 2-15_U003 盛土のり面（盛土工） A Ⅱ 非該当 非該当 

69 文京通り線 静岡県小山町須走 2-15_U005 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

69 湯船本線 静岡県小山町湯船 2-29_U003 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

69 足柄三保線 静岡県小山町柳島 2-30_013 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 〇 非該当 

69 町道 1063 号線 静岡県小山町藤曲 1063_005 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 〇 非該当 

69 町道 1065 号線 静岡県小山町藤曲 1065_U005 切土のり面（コンクリート張 A Ⅱ 〇 非該当 

77 町道 1550 号線 静岡県小山町小山 1550_001 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 〇 非該当 

77 町道 2181 号線 静岡県小山町竹之下 2181_005 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

77 町道 2181 号線 静岡県小山町竹之下 2181_U005 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

77 町道 2385 号線 静岡県小山町桑木 2385_002 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

77 町道 2385 号線 静岡県小山町桑木 2385_011 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

77 町道 2385 号線 静岡県小山町桑木 2385_U001 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

83 原向本線 静岡県小山町菅沼 2-27_005 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

83 原向本線 静岡県小山町菅沼 2-27_U004 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

83 奈良橋湯船線 静岡県小山町藤曲 2-28_U010 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 
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83 町道 2144 号線 静岡県小山町竹之下 2144_002 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 〇 非該当 

87 町道 2181 号線 静岡県小山町竹之下 2181_U007 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

87 町道 2181 号線 静岡県小山町竹之下 2181_U008 擁壁工（ブロック積擁壁工） A Ⅱ 非該当 非該当 

89 足柄三保線 静岡県小山町桑木 1-7_013 落石防護工（落石防護柵 B Ⅱ 非該当 非該当 

90 一色中日向線 静岡県小山町用沢 1-2_U003 盛土のり面（ブロック張工） B Ⅱ 非該当 非該当 

90 小山犬の平線 静岡県小山町小山 1-6_002 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

92 上野大御神線 静岡県小山町大御神 1-1_016 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

92 上野大御神線 静岡県小山町大御神 1-1_017 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

92 上野大御神線 静岡県小山町大御神 1-1_018 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

92 一色大胡田線 静岡県小山町下古城 1-3_001 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

92 町道 3911 号線 静岡県小山町 3911_U003 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

97 原向中日向線 静岡県小山町菅沼 2-38_006 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

97 足柄三保線 静岡県小山町菅沼 1074_001 擁壁工（コンクリート擁壁 B Ⅱ 非該当 非該当 

99 足柄三保線 静岡県小山町竹之下 1-8_007 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

99 足柄三保線 静岡県小山町湯船 1-9_002 落石防護工（落石防護柵 B Ⅱ 非該当 非該当 

99 足柄三保線 静岡県小山町湯船 1-9_004 落石防護工（落石防護柵 B Ⅱ 非該当 非該当 

99 足柄三保線 静岡県小山町藤曲 1074_003 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

99 町道 3883 号線 静岡県小山町大胡田 3883_008 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

99 町道 3883 号線 静岡県小山町大胡田 3883_009 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

105 文京通り線 静岡県小山町須走 2-15_006 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

105 文京通り線 静岡県小山町須走 2-15_008 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

105 佐野川大塚線 静岡県小山町用沢 2-24_002 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

105 町道 4130 号線 静岡県小山町須走 4130_002 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

109 町道 2385 号線 静岡県小山町桑木 2385_001 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

109 町道 2385 号線 静岡県小山町桑木 2385_003 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

109 町道 2385 号線 静岡県小山町桑木 2385_004 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

109 町道 2385 号線 静岡県小山町桑木 2385_005 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

109 町道 2385 号線 静岡県小山町桑木 2385_010 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

109 町道 2385 号線 静岡県小山町桑木 2385_U004 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

115 原向本線 静岡県小山町菅沼 2-27_008 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

115 奈良橋湯船線 静岡県小山町藤曲 2-28_009 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

115 奈良橋湯船線 静岡県小山町藤曲 2-28_U009 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

115 湯船本線 静岡県小山町湯船 2-29_003 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

115 湯船本線 静岡県小山町湯船 2-29_012 落石防護工（落石防護柵 B Ⅱ 非該当 非該当 

115 湯船本線 静岡県小山町湯船 2-29_013 落石防護工（落石防護柵 B Ⅱ 非該当 非該当 

115 町道 2160 号線 静岡県小山町竹之下 2160_002 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

122 町道 2181 号線 静岡県小山町竹之下 2181_001 擁壁工（ブロック積擁壁工） B Ⅱ 非該当 非該当 

※◎：重要度１の構造物のうち特定道路土工構造物に該当 
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第６章.対策内容と実施時期                          

６—１ 補修・更新費用の見通し                           

道路土工構造物の耐用年数を 60 年（※）とし、健全度と経過年数の関係を図 5 の

ように設定した場合について、今後 60 年間で必要となる補修・更新費用を試算し

ました。 

基本方針に基づき維持管理を実施する場合の補修・更新費用を算出した結果、対

象施設の補修・更新費用は、60 年間で約 7.7 億円（1 年当たり約 1,270 万円）が

必要となる見込みです。 

（※）コンクリート中性化の進行により、鉄筋の最小被り部分に中性化抵抗性がなくなる年

数を参考に 60 年と設定しています。 

 

６—２ 対策内容と実施時期                             

(１)経過年数による健全度の推移の設定 

道路土工構造物の耐用年数を 60 年（Ⅰ⇒Ⅱ：30 年、Ⅱ⇒Ⅲ：20 年、Ⅲ⇒Ⅳ：

10 年）とし、経過年数による健全度の推移を以下のとおり設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-1 経過年数による健全度の推移イメージ（予防保全型管理） 
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(２)判定区分「Ⅳ」の道路土工構造物 

判定区分「Ⅳ」の道路構造物は、速やかに通行止め等の緊急対応を行い、修繕を

実施します。 

 

 

(３)管理区分「Ａ」・判定区分「Ⅲ」の道路土工構造物 

管理区分「Ａ」・判定区分「Ⅲ」の道路土工構造物は、特定土工点検の点検頻度

を参考に、概ね５年以内に対策（更新）を行います。 

また、更新後に劣化が進み、再度判定区分「Ⅲ」となった段階で対策（補修）を

行うものとします。 

 

(４)管理区分「Ｂ」・判定区分「Ⅲ」の道路土工構造物 

管理区分「Ｂ」・判定区分「Ⅲ」の道路土工構造物は、管理区分「Ａ」・判定区

分「Ⅲ」の構造物の対策完了後、概ね５年以内に対策（更新）を行います。 

 

(５)判定区分「Ⅱ」の道路土工構造物 

判定区分Ⅱ（経過観察）の道路土工構造物は、定期的な巡視等により損傷状態を

観察し、必要に応じて対策内容と実施時期を検討します。 
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６—３ 計画期間                                  

本計画の計画期間は、2022（令和 4）年度から 2031（令和 13）年度までの

10 年間とします。 

 

 

６—４ 対策費用                                  

計画期間における道路土工構造物の補修・更新計画を作成しました。道路土工構造

物の補修・更新は、まず、判定区分Ⅳ（緊急措置段階）の構造物について緊急措置を

行い、次に判定区分Ⅲ（早期措置段階）の構造物について、概ね５年間で対策（更新）

を行います。判定区分Ⅲの対策が完了後、判定区分Ⅱ（経過観察段階）の構造物の対

策（補修）を順次実施するものとしています。 

補修・更新計画は、点検結果と優先度評価結果に基づき、道路土工構造物の規模や

対策時期の集中等により 1 年当たりの対策費用にバラツキが生じないよう、対策時

期を調整して費用の平準化を図っています。 

その結果、補修・更新費用は 10 年間で約 1.3 億円（1 年当たり約 1,3０0 万円）

となり、最大で１年当たり約 2,０00 万円の費用が見込まれます。 

 

 

【補修費用・調査費用の合計の推移】（単位：万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-2 計画期間における道路土工構造物の補修・更新費用の推移 
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図 ６-3 優先度評価結果

出典：基盤地図情報 

国土交通省国土地理院基盤地図情報

URL ： http://fgd.gsi.go.jp/download/

※静岡県小山町周辺基盤地図情報を使用

凡 例 

 
Ⅲ ：３位～９位 

Ⅱ ：経過観察 

損傷なし 

優先度評価結果 

Ⅳ ：１位 
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